
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 細田駐車場駐車管制設備他改修工事（第４回設計変更） 

契約変更内容 

１）工期の延長 

既定：契約締結日の翌日から令和８年６月３０日までとする。 

変更：契約締結日の翌日から令和８年８月７日までとする。 

 (延長日数３８日間) 

２）通信制御盤の取止め 

３）ルーター、変換シャーシ等の追加 

 

契約変更理由 

１）工期の延長 

ＮＴＴのＩＷＡＮ回線の開通が令和８年７月初旬以降となることから、 

回線接続作業及び施工後の通信機能の確認を行う時間を確保するため。 

２）通信制御盤の取止め 

  予定していたＮＴＴのアナログ専用回線が利用できなくなったことから、 

  同社ＩＷＡＮ回線に変更することに伴い、同設備が不要となったため。 

３）ルーター、変換シャーシ等の追加 

  予定していたＮＴＴのアナログ専用回線が利用できなくなったことから、 

  同社ＩＷＡＮ回線に変更することに伴い、同設備が必要となったため。 

 

 

 


